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平
成
19
年
度
版

「
ご
み
・
資
源
物
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
」を

ご
確
認
く
だ
さ
い

み
ら
い
平
地
区
の
収
集
区
割
り
が

　
　

平
成
19
年
４
月
か
ら
変
更
に
な
り
ま
す

　
「
ご
み
・
資
源
物
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー（
地
区
別
）」
を
行

政
協
力
員
さ
ん
を
通
じ
て
各
家
庭
に
配
布
し
ま
す
。
お
住

ま
い
の
地
区
に
よ
り
収
集
日
な
ど
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

お
手
元
に
届
か
な
い
場
合
は
、
伊
奈
庁
舎
生
活
環
境

課
、
谷
和
原
庁
舎
市
民
窓
口
課
、
小
絹
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

伊
奈
庁
舎
生
活
環
境
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
内
線
１
１
２
１

紫峰ヶ丘全域
小張・豊地区カレンダー適用

陽光台全域
谷和原地区カレンダー適用

変更後の収集回数
市内全域 変更状況
週２回 従来どおり
週１回 従来どおり
月１回 従来どおり
月２回 統一回収

３色分別同日収集
月２回

統一回収
統一回収

月２回 統一回収
平成19年度は従来どおりですが、平
成20年度以降の市内全域拠点回収の
移行に向け、谷和原地区内は集積所
の他公共施設などに平成19年４月か
ら廃乾電池ボックスを設置します。

ごみの分類
現在の収集回数

谷和原地区 伊奈地区
可　燃　ご　み 週２回 週２回
不　燃　ご　み 週１回 週１回
粗　大　ご　み 月１回 月１回

資

源

物

空　き　缶 月４回 月１回

空き
ビン

無　　　色 月２回 月１回
茶色・その他 月２回 月１回
古紙・古布 月４回 月１回

有　害　ご　み 月１回 拠点回収

変
更

紫
峰
ヶ
丘
１
丁
目
か
ら
５
丁
目
は

　

⬇
小
張
・
豊
・
み
ら
い
平（
紫
峰
ヶ
丘
）地
区
カ
レ
ン
ダ
ー
適
用

陽
光
台
１
丁
目
か
ら
４
丁
目
は

　

⬇
谷
和
原
・
み
ら
い
平（
陽
光
台
）地
区
カ
レ
ン
ダ
ー
適
用

　

み
ら
い
平
地
区
（
紫
峰
ヶ
丘
・
陽
光
台
）
の
平
成
18
年
度
の
ご
み
収
集
に
つ

い
て
は
、
旧
町
村
界
を
基
準
に
収
集
を
行
っ
て
き
た
た
め
、
同
じ
町
内
で
も
収

集
回
数
や
収
集
日
が
違
っ
て
い
ま
し
た
が
、
４
月
か
ら
は
紫
峰
ヶ
丘
と
陽
光
台

の
町
名
ご
と
に
区
分
け
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
内
ご
と
に
収
集
日
を
統
一
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。
な
お
、
配
布
し
た
「
ご
み
・
資
源
物
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を

ご
確
認
の
う
え
、
指
定
の
日
に
排
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

平成19年４月１日から
●資源物（空き缶・空きビン・古紙・古布）の収集日程　
　などが変更になります
　市内の家庭から排出される一般家庭ごみ収集について
は、合併後の混乱を避けるため、平成18年度は暫定的に
従来の旧町村の実施形態で行ってきましたが、資源ごみ排
出周期や近隣市の収集状況を参考に見直しを行い、４月１
日から資源ごみ収集回数を市内全域で統一し、資源ごみ収
集の日程を変更しました。
●空きビン３色分別同日収集を開始します
　常総環境センターの作業の効率化と出し方の簡素化よる
住民の利便性の向上を計り、適正な排出を促進するため、
空きビン３色分別同日収集（月２回）を開始します。 

⬇

⬇


